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＜最低賃金改定について＞ 

拝啓、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平成２９年１０月１日より、最低賃金が変更されました。 

 

山梨労働局では毎年、山梨地方最低賃金審議会の調査審議、意見を尊重し最低賃金の改定を行

っております。本年も同等に審議の結果、平成２９年１０月１日から、最低賃金の改定がなさ

れることとなりました。変更内容は下記の通りです。 

 

賃金（１時間あたり） （山梨県）現行 ７５９円  ⇒ 改定後７８４円 

 

           （東京都）現行 ９３２円  ⇒ 改定後９５８円 

 

           （千葉県）現行 ８４２円  ⇒ 改定後８６８円 

(*他県については別途お問い合わせください) 

 

尚、次の手当等は最低賃金に算入されませんのでご注意ください。 

①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

②時間外・休日・深夜手当 

③臨時に支払われる賃金 

④１ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 

 

 

◎ご不明な点がございましたら、窓口担当者までお問い合わせください。 

http://www.hatsushika-kaikei.com/

